
 

年  月  日   

 

岡崎市下水道事業受益者申告書 

 

  

 （宛先）岡崎市水道事業及び下水道事業管理者 

 

（受益者）住  所                    

 

氏  名                 ㊞  

（※）本人が手書きをしない、又は法人の場合は、記名押印してください。 

 

電話番号                    

 

岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程第５条の規定

により申告する受益地は次のとおりです。 
所在地 地積（㎡） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

土地に係る権利 

□所有権（土地） □使用貸借 

□所有権（建物） □賃貸借 

□地上権     □その他（            ） 

□質権 

注1 この申告書は受益地の所有者に提出していただきますが、地上権等（地上権、質権、使用新貸借又は賃

貸借、一時的に設定される場合を除く）の目的となっている場合は、土地の所有者と地上権等を有する権

利者のどちらが受益者になるか相談し、決めたうえで申告してください。 

注2 「土地に係る権利」の欄には該当する箇所に印をつけてください。 

 

（担当：上下水道部サービス課 お客様料金係 電話0564-23-6300・FAX0564-23-7195） 


